
－２５２－ 

○議長（茅沼隆文） 

次に、認定第３号 決算認定について（下水道事業特別会計）の細部説明を担当課

長に求めます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（熊澤勝己） 

では、認定書のほうを読み上げさせていただきます。 

認定第３号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度開成町下水道事業特別会

計歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

平成２７年９月４日提出、開成町長、府川裕一。 

決算書の１９９ページをお願いいたします。 

下水道事業特別会計歳入歳出決算総額。 

歳入、歳入予算現額６億１，７４８万１，０００円、歳入決算額６億１，３８３万

１，６７９円。歳出、歳出予算現額６億１，７４８万１，０００円、歳出決算額５億

９，４７７万２，１８２円。歳入歳出差引額１，９０５万９，４９７円、うち基金繰

入額０円でございます。 

平成２７年９月４日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

次のページをお願いいたします。 

決算書の歳入でございます。１款分担金及び負担金から７款町債まで、予算現額６

億１，７４８万１，０００円、調定額６億１，８５７万８，１２６円、収入済額６億

１，３８３万１，６７９円、不納欠損額２４万１，３５４円です。こちらの不用額に

つきましては下水道使用料の料金で、３０名分の９８期分でございます。収入未済額

４５０万５，０９３円。予算現額と収入済額との比較でございますが、３６４万９，

３２１円の減額になります。 

次のページをお願いいたします。 

歳出でございます。１款の総務費から５款の予備費まで、予算現額６億１，７４８

万１，０００円、支出済額５億９，４７７万２，１８２円、翌年度繰越額は０円です。

不用額２，２７０万８，８１８円、前年度対比３．８％の増でございます。 

決算書の３４４、３４５ページをお開きください。 

３４５ページに事業の概要を記載しております。６段目の整備面積、平成２６年度

整備面積は３．５ヘクタールとなります。整備区域面積は２６年度末で２３８．９ヘ

クタールとなりました。事業認可区域面積３０１．４ヘクタールのうち、整備率とし

ましては７９．２％ほどになります。 

下の段で、主要事業の管路延長でございます。下水道管路の敷設延長は８６３．１

メートル、敷設済み延長が５万６，８５９．７メートルとなります。処理区域内の面

積が２３８．９ヘクタールでございます。 

続きまして、歳入別説明書のほうによって説明をさせていただきたいと思います。

７０ページ、７１ページをご覧ください。決算書では２０６ページから２０７ページ
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になります。 

１款分担金及び負担金の１目受益者負担金です。現年度分は調定件数が１５７件、

収納件数が１５５件、未収件数が２件で、収納率は９９．９％になります。前年度よ

りも４，０４３万２，０００円の増額となっております。こちらの増額は、南部地区

区画整理の受益者負担金が一括で入ったため、前年度よりも増額となっております。 

滞納繰越分は、調定件数８５件、収納件数２９件、不納欠損０、未納件数が５６件

となっております。 

２款の使用料及び手数料です。１目下水道使用料の現年度分は、前年度よりも１，

８０８万８，０００円、１０．６％増でございます。調定件数が２万７，９３０件、

収納件数が２万７，６３９件、未収件数２９１件で収納率は９９．４％です。 

滞納繰越分は、調停件数が６６２件、収納件数２２５件、未収件数が４３７件です。

不納欠損分は９６件行いました。収納率は１９．２％です。不納欠損額２４万１，３

５４円の内訳としましては、所在不明者２８人、４７期分、２０万７，９６０円、死

亡が２名、４期分で３万３，３９４円を、５年間経過して時効となったため処分をさ

せていただきました。 

２項１目下水道手数料、宅地内排水設備工事指定工事店の更新に係る手数料です。

前年度より５１件減り、１６万円の減額です。内訳としましては、新規が４件、更新

が２２件、再交付２件の２８件になります。 

続きまして、宅地内排水設備工事責任技術者の更新に係る手数料です。前年度より

も５４件減り、１２万５，０００円の減となりました。内訳としましては、新規８件、

更新が２８件の計３６件になります。 

諸証明に係る手数料は、１５５件になります。 

３款国庫支出金、１目下水道事業費国庫補助金です。公共下水道事業補助金として、

平成２６年度、現年度として４，９２５万、平成２５年度の繰越明許分としまして１，

３１０万円の補助金でございます。合計で６，２３５万円です。社会資本整備総合交

付金、補助対象事業の補助率２分の１でございます。 

続きまして、４款繰入金になります。１目の一般会計繰入金は、２億４，３００万

円でございます。前年度に比べまして３００万円の増となりました。 

５款繰越金、決算書は２０８ページになります。前年度の繰越金が１，６７２万５，

２０６円です、 

６款諸収入は、広域水道企業団分担金でございます。予算の範囲内で３市４町に交

付されたものでございます。前年度より２９万２，０００円の増となりました。 

７款町債でございます。町債は、内訳欄の公共下水道事業債が、平成２６年度分と

して地方公共団体金融機構資金から１件、１，８００万円の借り入れと、繰越明許分

として１，６００万円の借り入れを行いました。 

流域下水道債は、地方公共団体金融機構から２件、通常分７０万円と臨時措置分４

０万円の借り入れを行いました。 

特別措置分としましては中栄信用金庫の１件で２，５００万円、町債合計としまし
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て４件で６，０１０万円の借り入れを行いました。前年度よりも２，２００万円の減

となります。 

続きまして、７２ページ、７３ページをお願いいたします。歳出でございます。決

算書は２１０ページ、２１１ページになります。 

ここで、すみません、資料の修正のほうをお願いしたいと思います。下水道事業費、

公共下水道の事業内容の説明のところで、整備面積、ちょうど中段のところになりま

すけれども、「管渠延長８６３．１ｍ」の後ろに「整備面積」というところで「３．

８ｈａ」という数字が出ていますけれども、先ほどちょっとご説明したとおり、平成

２６年度の整備面積が３．５ヘクタールですので、こちらのほうの修正をお願いいた

します。 

総務費、下水道総務費、一般管理費です。下水道運営審議会を２回開催いたしまし

て、受益者負担金一括納付報奨金廃止についての審議を行っていただきました。また、

委託では、下水道台帳システムの更新や下水道使用料の徴収として年間２万８，０４

４件の徴収について水道企業会計への委託など、下水道事業の事務を行いました。 

２目施設管理費では、汚水流量の多い特定事業場４カ所の水質検査の委託、流量計

の保守点検、マンホール形式のポンプ場の保守点検委託、管路点検調査業務委託や流

量計交換工事を実施しております。前年度より２１万１，０００円、２．１％の減と

なりました。 

決算書のほうをご覧いただきたいと思います。決算書のほうで工事請負費のところ

で不用額が、すみません、２１１ページです、２目施設管理費の工事請負費のほうで

不用額３１１万１，５８８円が出ております。こちらの不用額につきましては、町道

舗装工事に伴いますマンホールの高さの調整、こちらを行う個数が減じたために不用

額が発生したものでございます。 

説明資料のほうの７２、７３ページにお戻りください。 

２項事業費、１項下水道事業費、１目公共下水道事業費です。決算書のほうでは２

１２ページ、２１３ページになります。こちらにつきましては、下水道認可区域内で

７件の管渠布設工事と１件の舗装工事、公共下水道事業の実施設計業務委託、酒匂川

流域河川区域の下水道整備許可申請図面作成委託の３件を実施しております。管渠延

長としまして８６３．１メートル、整備面積が３．５ヘクタールとなり、前年度より

も１，４６６万４，０００円の１０．５％の増となります。さらに、こちらでは１件

の下水道工事に伴います水道管補償のほうを行いました。 

決算書の２１３ページのところですけれども、こちらのところでも、不用額のほう

の委託ですが１２３万５，９６０円と工事請負費で９６９万７，６００円が発生して

おります。こちらにつきまして、委託につきましては、先ほどの３件の委託業務の執

行残のための不用額になります。工事請負費につきましては、７カ所の管路布設工事

と１件の舗装工事の執行残の合計となっております。 

その下の補償、補填及び賠償金の中の不用額２０１万７，６００円につきましては、

管渠布設工事に伴います水道管移設の補償で、当初の予定よりも水道管移設工事の箇
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所が減ったため、補償、補填費の不用額が発生したものでございます。 

説明書のほうの７２、７３ページに戻ります。 

流域下水道事業費でございます。こちらの建設費負担金は、箱根町を加えた３市７

町による建設費負担金でございます。昨年度に比べまして７４万円の増となっており

ます。維持管理費は３市６町によります負担金で、平成２６年度の計画汚水量と平成

２４年度の実績汚水量の精算分の汚水処理費となっております。維持管理負担金は、

昨年に比べ５７９万７，０００円の増となりました。流域下水道費全体では、前年度

に比べて６５３万７，０００円、７．３％の増となっております。 

公債費です。平成２６年度当初の１５３件の下水道事業債３１億５４５万円に対す

る元金返済を行いました。前年度よりも７６２万円、３．３％の減となりました。 

また、同じく下水道事業債の利子返済を行い、前年度より５７０万７，０００円、

７％の減となりました。 

平成２６年度末の下水道事業債は、２９億２，６９６万６８５円となります。これ

らは、決算書の３７０ページと３８７ページに記載されておりますので、後ほどご覧

ください。 

あと、説明欄の終わりのほうに資料３としまして下水道事業の工事箇所のほうが位

置図として記載されております。すみません。こちらのほうの修正も１カ所ありまし

て、箇所図の上段の整備面積が「３．８ｈａ」と書いてありますけれども、「３．５

ｈａ」のほうに修正をお願いいたします。こちらの資料３のほうに工事の箇所が載っ

ておりますので、後ほど参照していただきたいと思います。 

決算書の２１６ページをお開きください。 

実質収支に関する調書でございます。歳入総額６億１，３８３万２，０００円。歳

出総額５億９，４７７万２，０００円。歳入歳出差引額１，９０６万円。翌年度へ繰

り越すべき財源は０円でございます。実質収支額は１，９０６万円でございます。実

質収支額のうち地方自治法２３３条２項の規定による基金繰入額は０円でございま

す。 

以上で説明を終わります。 

○議長（茅沼隆文） 

認定第３号 決算認定について（下水道事業特別会計）の細部説明を終了いたしま

す。 


